
鹿児島県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 知事は，介護職員の足元の人材確保の課題に対応するため，介護人材確保・職場環境

改善等事業費補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲内において介護サービス事業

者等に対し交付するものとし，その交付については，鹿児島県補助金等交付規則（昭和63年

鹿児島県規則第１号。以下「規則」という。），令和６年度介護人材確保・職場環境改善等

事業実施要綱（令和７年２月７日老発０２０７第３号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「実

施要綱」という。）及び令和６年度介護保険事業費補助金（介護人材確保・職場環境改善等

事業等）交付要綱（令和７年２月７日厚生労働省発老０２０７第４号厚生労働事務次官通知

別紙）の規定によるほか，この要綱に定めるところによる。

（補助対象経費及び補助金額）

第２条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助金額は次のとおりとする。

補 助 対 象 経 費 補 助 金 額

実施要綱４(1)に規定された対象事業所に 補助額＝a×b

おける職場環境等の改善又は人件費の改善 a 一月当たりの介護報酬総額（基本報酬サ

に必要な費用として実施要綱に基づき算出 ービス費に各種加算及び減算を加えた報酬

された経費 総額とする。対象月の報酬の額に誤りがあ

り，過誤調整を実施した場合は，当該過誤

調整分を含む。）

b サービス類型別交付率（別紙）

※ １円未満の端数が生じた場合には，こ

れを切り捨てるものとする。

２ 補助金額は，対象月（原則として令和６年12月とする。同月のサービス提供分が他の平常

月と比較して著しく低いなどの場合には，各事業所の判断により，令和７年１月，２月又は

３月の任意の月を対象月とすることができる。）の介護報酬総額から算出した額とする。た

だし，月遅れ請求，再請求等に伴う過誤調整分については，令和７年３月末日までに生じ，

令和７年４月10日までに審査支払機関により受理されたものに限り反映することとする。

（計画書の提出）

第３条 補助金の交付を受けようとする者は，知事が別に定める日までに，次の書類を提出す

るものとする。

(1) 介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 総括表（実施要綱別紙様式２－３）

(2) 介護人材確保・職場環境改善等事業計画書 個票（実施要綱別紙様式２－４）

(3) その他知事が必要と認める書類

２ 前項の規定により提出した計画書の内容に変更が生じた場合，変更に係る届出書（介護人



材確保・職場環境改善等事業）（実施要綱別紙様式４）に，変更後の計画書等を添付して提

出するものとする。

（補助金の交付申請）

第４条 規則第３条の補助金等交付申請書及び事業実績報告書の提出については，事業者が対

象月において提供したサービス分の介護報酬の請求を，鹿児島県国民健康保険団体連合会（以

下「国保連」という。）に行い，かつ，前条に規定する計画書を提出することにより，当該

請求のあった介護報酬の額に基づき第２条に規定する方法により算定された補助金額につい

て，補助金等交付申請書及び事業実績報告書の提出がなされたものとみなす。

（補助金の交付の条件）

第５条 規則第５条第１項に規定する条件は，次に定めるとおりとする。

(1) この補助金は，その交付の目的に反して使用してはならない。

(2) 補助金と補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該収入及び支出に

ついて証拠書類を整備し，かつ，当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保管しておか

なければならない。

(3) 補助事業を行う者が前各号により付した条件に違反した場合には，この補助金の全部又

は一部を県に納付させることがある。

（交付の決定及び確定の通知）

第６条 知事は，第４条の規定により交付申請書及び事業実績報告書の提出がなされたものと

みなした場合において，国保連から提供を受けた情報等に基づき，規則第４条及び第14条の

規定による補助金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとする。

２ 規則第４条及び第14条の規定に基づく交付決定及び確定の通知は，国保連から支払額通知

書を介護サービス事業者等に送付することにより，これに代えることができるものとする。

（補助金の交付）

第７条 この補助金は，精算払により交付するものとする。

２ 規則第16条第１項に規定する補助金の請求は，事業者が対象月において提供したサービス

分の介護報酬の請求を国保連に行い，かつ，前条に規定する計画書を提出することにより，

当該請求のあった介護報酬の額に基づき第２条に規定する方法により算定された補助金額に

ついて請求がなされたものとみなす。

３ この補助金は，法人ごとに，原則として，国保連又は鹿児島県との間の取引で使用するも

のとして届け出られている口座（債権譲渡されている事業所等の口座は除く。）のうち一つ

の口座に対し，支払（振込）を行うこととする。

（実施要綱に基づく実績報告）



第８条 実施要綱８(2)に基づく実績報告書については，次に掲げるとおりとする。

(1) 介護人材確保・職場環境改善等事業実績報告書（実施要綱別紙様式３－１）

(2) 介護人材確保・職場環境改善等事業実績報告書（施設・事業所別個表）（実施要綱別紙

様式３－２）

２ 実施要綱８(2)に基づく実績報告書については，補助金の交付を受けた後に提出するもの

とし，提出期限は別に知事が定める日までとする。

（雑則）

第９条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は，令和７年３月24日から適用する。



 


